
日之影町農業委員会 第２４回総会 
 

開催日時 ： 令和７年７月２９日（火） 午前９時開会 

開催場所 ： 役場 町民ホール 

出席委員 ： 甲斐 幹男   今村 浩二三   穂積 ミサ子   工藤 昭一 

 佐藤 陽子   矢通 広信     

一水 秀樹     桝田 隆盛    甲斐 直     髙岡 光美      

中川 今朝久  押方 徹     甲斐 秀人    大村 直登 

  欠席委員 ： 松本 貴美子 委員   山本 英二 委員 

議事日程 ： ① 議案第７２号 

           「非農地証明交付申請の承認について」 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議長 

 

 

 

 

 

 只今から２４回の総会を開催いたします。 

 本日、お願いします審議は、議事日程のとおりであります。 

 はじめに、議事録署名委員を指名します。 

 ７番 佐藤 陽子 委員、８番 矢通 広信 委員 にお願いします。 

 それでは、これより審議に入ります。 

議長 

 

 議案第７２号「非農地証明交付申請の承認について」を議題とします。 

 本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

 

 （議案第７２号朗読・説明） 

議長 

 

 以上で、事務局の説明は終わりました。続いて、秀人委員の説明をお願いします。 

秀人委員 

 

説明いたします。 

 現地については、事務局と７月１５日に確認しました。 

 申請者の甲斐欣一さんは５５歳で日向の宮崎部品にお勤めで、大人西集落にお住まい

です。申請地は、父廣之さんが亡くなられ相続された土地になります。  

申請地は、父である廣之さんが生前、栗や柚子を植えられていましたが、定着せず、

猪の被害も多かったため、耕作をやめ１０年近くそのままにしていた土地になります。      

相続された息子さんも仕事に出られているため、今後も耕作することはないとのこと

です。１４６５－１．２ １４６６－１は以前、本人と話をして今後も耕作しないと確

認の上うえ、畦畔を取っていて畦畔がない状態です。また、写真で見るときれいに草刈

りがしてありますが、たまたま草刈がおこなわれており、普段は草が猛っており耕作放

棄地といってもよい状態です。ご審議をお願いいたします。 

 

議長 

 
 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。挙手をしてご意見を出して下

さい。 

  

     

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 非農地証明の定義を詳しく知りたい。 

 

非農地証明は市町村農業委員会の裁量によって決定して良いとなっています。 

ただし、あくまでも農業委員は農地を守ることを前提に活動していただきたいので、

農地を減らすことなく、耕作しなくなった土地については耕作者を探すなどの対応を

していただきたい。 

１件の申請について筆数がたくさんある場合は、1 筆ずつ審議し、非農地判断を行

うことができます。 

 

非農地の定義ではなく、農地の定義として説明 

・自然災害による荒廃 

・長期間の耕作放棄 

・周辺の状況からの判断 

・人為的な転用行為 

 今回の申請については、廣之氏の死亡により長期間耕作されず、自然に荒廃が進み

復元しても継続して利用することが困難と判断される場合かと思われますが、果たし

て今の状況が非農地として妥当であるかの判断をお願いしたい。 

 



議長 只今、事務局側から非農地の判断基準の説明がありましたが、今回の申請地について

は慎重な判断をお願いしたいと思います。 

意見はありませんか。 

 

桝田委員 

 

写真を見る限りでは、草は刈ってある。 

農地パトロールをする中で、ここよりもひどい状況の田畑はたくさんあると思われる

が。 

 

秀人委員  今回、申請するにあたりわざわざ草を刈ったようですが、本来は草が生い茂っていて 

踏み入れない状況です。田を作るにも畦畔がないし、何より本人が耕作しないと言って

いる。そこを考えると非農地判断でよいのでは 

 

議長 前回の申請地の農地であれば、そこに行くまでの距離、周りの状況から考えれば非農

地は妥当であったと思うが、ここは道脇ではあるし、地理的条件、現況状況をみても非

農地にするには無理があるのではないか、皆さんはどう思われるか。 

 

直委員  トラクターでひとかきすれば、すぐ使える。 

そこが非農地ならば、非農地だらけになる。 

 

議長 

 
 意見が出ましたが、皆さんどうですか 

秀人委員 

 
 申請者が耕作しなければ、荒れていくだけになる。今のうちにつかってもらえる方法

で非農地証明をだしたほうが良いのでは。 

農地パトロールを待って非農地にした場合何年かかるか分からない。 

 

議長 使用する人がいるのであれば、喜ばしいことである。３条申請でも、４、５条申請で

も出来るので、そういう人がいれば非農地証明ではなく、申請して欲しい。 

自分は許可できないと思うが、皆さんはいかが思うか。 

 

事務局長  先程の説明で行けば、相続者が耕作しておらず、長期間耕作放棄の部分にあたると思

いますが、現に草が刈りこんであり保全している状態。近隣の状況も鑑みたら、ここを

非農地と認めるのは難しいと思われる。今回の決定は前例となるため、今後の判断にお

いて少なからず影響を及ぼすことになる。 

 

議長  事務局からも説明があったように、ここを非農地と認めてしまうとどんどん非農地申

請が多くなる可能性がある。農業委員会は、農地は農地として使用を促し、非農地を減

らすべき活動をしていきたい。 

  

 ほかに意見はないですか。 

 

 採決をしたいと思うがよろしいか。 

 

  これより採決します。議案第７２号「非農地証明交付申請の承認について」申請の取

消に賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第７２号は、許可しないことに決定しました。 



 

 以上で、本日予定しておりました審議は全て終了しました。ありがとうございました。 

 

  

 

 

 

 

 


